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（１ページから続く）
　診療所が薬剤師を雇用するのはまれなケースだ。
全国の多くの診療所には薬剤師は配置されていな
い。常勤医師が２人以下の診療所には薬剤師を配置
する義務はなく、常勤医師が３人以上の場合には義
務が生じるものの、医療法には「知事の許可を受け
た場合はこの限りではない」とのただし書きがある。
　こうした背景に加えて、在宅療養支援診療所は、
診療報酬の関係から処方箋を院外に発行するところ
がほとんど。院内での調剤業務はほぼ発生しないた
め、薬剤師を雇用するという考えにはなりにくい。
　それでも薬剤師を雇用した理由について守上院長
は「医師の力だけで、24時間365日対応する体制
を持続的に維持するのは難しい。多職種が連携す
るチームの力が必要と考えた」と振り返る。ただ
でさえ医師の業務は多忙を極める。医師は、医師
にしかできない業務に集中し、医師でなくても可
能な業務は他の職種が担当するというのが基本的
な考え方だ。各職種は、それぞれの職能の視点から
チームを支えるほか、メディカルコーディネーター
（ＭＣ）を兼任し、医師とペアになって患者宅を訪
問する。
　平賀さんは、薬剤師兼ＭＣとして週１回程度、医
師の訪問診療に同行。現場での電子カルテ入力や医
療処置などを補助する。対処すべき問題が大きい場
合など一部の症例では院内で調剤し、訪問薬剤管理
指導に出向くこともある。
　このほかは診療所内の業務で多職種を支えること

が多い。その一つが
処方箋の入力支援業
務だ。医師の訪問日
に合わせて薬剤師は
事前に、処方箋の仮
オーダを電子カルテ
に入力する。前回訪
問時の状況や薬局薬
剤師からの報告を踏
まえて処方を調整す
る。必要な数量を確
認し、用法用量のチェックも行った上で、仮オーダ
を入力する。
　訪問当日に医師はそれを確認し、必要に応じて内
容を変更。その院外処方箋を持参して訪問診療を行
い、体調等に応じて処方内容を現地で変更して患者
に渡す。それを受けた薬局薬剤師が後で、調剤した
薬を手に患者宅を訪問するという流れになる。
　この支援体制は、医師の負担軽減になるほか、多
重チェックによって投薬事故の防止にもつながる。
各医師の処方意図を平賀さんが把握しているため、

主治医以外の医師が訪問に出向く場合には中継役と
なって詳しい情報を伝達できるという。
　医師の処方設計を支援する機会も多い。処方箋の
仮オーダ入力時やカンファレンスでの討議時、訪問
診療への同行時、医師から問い合わせを受けた時な
ど様々な場面で処方変更を提案する。「薬剤師が診
療所内にいることで、薬局薬剤師は相談しやすい。
『朝は飲めているが昼は飲めていない』など様々な
情報が入ってくる。それを踏まえて医師に提案する
こともある」と平賀さんは話す。

　17年12月には、地域の薬局、病院、ドラッグス
トアの薬剤師が集まる勉強会を立ち上げた。数カ月
に1回の頻度で集まり、今や顔見知りの関係に。連

携強化には、この
勉強会が役立って
いる。
　薬局薬剤師の疑
義照会にも、直通
の専用電話を設け
て平賀さんが一括
して対応。以前は
事務員が中継して
いたが、その業務
負担は大きく減少
した。
　診療所内外の多
職種をつなぐ薬剤
師の役割について
守上院長は「チー

ム全体の潤滑油として機能してもらっている」と語
る。「診療所に薬剤師がいることで、同じ共通言語
を持つ薬剤師間のコミュニケーションがとてもスム
ースになる」と強調する。
　在宅医療に関与し始めて３年目。平賀さんは「院
外処方箋を調剤しているだけだったら、患者さん
の様々な課題を解決してあげたいと思っても介入
しづらい。今は地域のケアマネージャーに相談し
たりして、その人の生活環境の改善まで関わること
ができる。一人ひとりの患者さんをより深く、生活
のことまで含めて支えられるのは達成感がある」と
語る。
　今後は「地域の中で、よしき往診クリニックの薬
剤師といえば平賀さん、と認知されたい。地域の多
職種との連携のハブ的存在として、より連携しやす
い関係づくりを手伝いたい」。最近は、診療所を代
表して病院の退院時カンファレンスに出席する機会
も増えてきた。こうした機会を通じて病院内の多職
種との連携も深めたい考えだ。

各職種が職能発揮
医師の負担を軽減

患者により深く関わり、支える

守上院長（下段左）ら多職種で構成されるクリニックのスタッフ
（同クリニック提供）

医師の訪問に同行して患者宅に出向く（同）
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